
二級

木造

死亡等の

失そうの

建築士法施行細則

建築士の 届

下記の者は、平成○○年○○月○○日 ました

ので、関係書類を添え

鳥取県知事 様

住

届出義務所の氏

本 人 と の 続

記

１ 氏 名
ふ り が な

建築
けんちく

太郎
た ろ う

２ 生 年 月 日 昭和○○年○月○○日

３ 本 籍 鳥取県

４ 登 録 番 号 第○○○○号

５ 登録年月日 平成○○年○月○○日

どちらかを選択

してください どちらかを選択

してください

どちらかを選択

してください

どちらかを

してくださ
死亡いたし
失そう宣告を受け
建築士法第８条の２第１項
第８条第３項
に基づき届出ます。

平成○○年○○月○○日

所 鳥取市東町一丁目２２０番地

名 建築 花子 印

柄 妻

選択

い


